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松山大学生活協同組合生協ポイント利用約款 

 
 

（目的） 

第１条  本約款は、次条に定義する生協ポイントに係るサービスについて規定するもので、松山大学

生活協同組合（以下「当生協」という。）は生協加入を行った組合員に対し、本約款に従って

生協ポイントに係るサービスを提供します。 

２ 本約款に定めのない事項については、当生協が別途定めるルール・ガイドラインによるもの

とし、生協ポイントに係る本サービスに付随し又は関連して当生協が提供するサービスにつ

いては、本約款が適用されるものとします。 

３ 組合員は、本約款等が適用されることを了承のうえ、本サービスを利用するものとします。 

 

（定義） 

第２条  本約款において、次の各号の用語は、それぞれ各号に定める意味を有するものとします。 

（１） 「生協ポイント」とは、本約款に基づき組合員対して発行するポイントをいいます。 

（２） 前号に定めるほか、本生協ポイント約款における用語の定義は、生協マネー利用約款

において定義する意味を有するものとします。 

 

（生協ポイントの付与） 

第３条  組合員は、以下の場合に生協ポイントの付与を受けることができます。 

（１） ＩＣ電子マネーを利用し、当生協が指定するポイント付与対象商品等を購入した場合 

（２） 対象サービスにおいて生協ウォレットを利用し、当生協が指定するポイント付与対象

商品等を購入した場合その他当生協が指定したサービス等を利用した場合（以下「対

象取引」といいます。） 

（３） 生協ポイントは取引時の組合員情報に基づき、マイページに記録されるものとします。 

２ 第１項に定める場合のほか、一定の条件を定め、その条件を満たした組合員に対して、生協

ポイントを付与することがあります。 

３ ファミリーアカウント利用者が獲得した生協ポイントは、組合員に属するものとし、組合員

に生協ポイントが付与されます。 

４ 生協ポイント対象取引、付与されるポイント、ポイントの付与率、その他ポイント付与の条

件は、当生協が定めるところにありますので、組合員に事前に通知することなく変更するこ

とがあります。 

５ 第１項及び第２項により付与される生協ポイントの付与日は、当生協の定めるところにより

ます。 

 

（生協ポイントの付与ができない場合） 

第４条  以下の各号の場合には、前条に基づく生協ポイントの付与はできません。 

（１） ＩＣカードを利用せず対象取引を行ったとき。 

（２） ＩＣカードが破損しているとき。 

（３） ＩＣカードの電子情報が偽造若しくは変造され、又は不正に作り出されたものである

とき。 
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（４） 停電、システム障害、システム処理停止日、ＩＣカード対応機器の故障その他やむを

得ない事由があるとき。 

（５） 組合員が、本約款等に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 

（６） 第１３条に基づき、本サービスの利用停止又は組合員資格が取り消された状態にある

とき。 

２ 前項に基づき、生協ポイントの付与ができないことにより組合員に損害、損失又は費用が生

じた場合であっても、当生協は、その責任を負いません。 

 

（生協ポイントの利用） 

第５条  組合員は、Ｗｅｂサービス用アカウントの登録を行うことにより、本約款に基づき次の各号

に定める方法にて生協ポイントを利用することができます。 

（１） 生協ウォレットに交換する 

（ア）組合員は、マイページより、生協ポイントを生協ウォレットに交換することが

できます。 

（イ）（ア）に基づき組合員が生協ポイントを生協ウォレットに交換する場合、１ポ

イントあたり１円として、当生協所定の単位で交換することができます。 

（２） 決済時に支払いとして利用する 

（ア）組合員は、対象サービスにおいて、当生協が定める方法により、保有する生協

ポイントを、１ポイントあたり１円として決済代金（商品代金、送料、手数料

又は消費税を含みます。以下同じ。）の全部又は一部の支払いに利用すること

ができます。 

（イ）当生協は、（ア）の生協ポイント利用の対象となるサービス・商品等を制限し

たり、生協ポイント利用に条件を付したりすることがあります。 

（ウ）組合員が（ア）により取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行った

ときに第３条に従って付与された生協ポイントは減算されます。原則として現

金による返還は行われません。ただし、当生協の事務上の事情などによりポイ

ントでの返還ができない場合には、現金による返還が行われることがあります。 

（３）寄付をする 

（ア）組合員は、対象サービスにおいて、当生協が定める方法により、保有する生協

ポイントを、当生協が定める換算率でお金として寄付することができます。 

２ 前項に定めるサービスを当生協所定の方法で利用した場合、組合員はその後当該利用を取り

消すことはできません。ただし、第１項第２号（ウ）に規定する場合はこの限りではありま

せん。 

３ 本サービスに係る処理は、各手続実施後即時に完了する予定ですが、システム処理等の都合

上、当該期間を超える場合もあります。 

４ 組合員は、パスワードについて、生年月日や電話番号、同一数字等、第三者に推測されやす

い文字列を避ける、定期的に変更する等、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、

漏洩しないよう細心の注意を払い、かつ、当該パスワードが漏洩したと疑われる場合には、

速やかにパスワードを変更するものとします。 

５ 当生協は、生協ポイントの安全性確保、不審な取引の排除等のために相当と認める範囲で調

査を行う場合があり、組合員は、これに協力するものとします。当生協からの調査に対して、

相当の期間内に回答がなかった場合、又は不適切な回答が合った場合には、生協ポイントを

利用することができない場合があります。また、そのために生じた損害については、当生協
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は責任を負いません。 

 

（生協ポイントが利用できない場合） 

第６条  組合員は、以下の各号の場合には、本サービスにおいて生協ポイントを利用いただくことが

できません。 

（１） 生協ポイントの電子情報が偽造若しくは変造され、又は不正に作り出されたものであ

るとき。 

（２） 生協ポイントが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りなが

ら、若しくは知りうる状態で取得したとき。 

（３） 組合員が、本約款等に違反して生協ポイントを利用しようとしたとき。 

（４） 第１３条に基づき、本サービスの利用停止又は組合員資格が取り消された状態にある

とき。 

（５） 生協ポイントの電子情報の破損、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない

事由があるとき。 

（６） システムメンテナンスその他システム上の理由により一時的に当生協が生協ポイント

の利用を停止するとき。 

２ 前項に基づき、組合員が生協ポイント又は本サービスを利用できないことにより組合員に損

害、損失又は費用が生じた場合であっても、当生協は、その責任を負いません。 

 

（商品返品時のポイント処理） 

第７条  組合員が第３条第１項に定める生協ポイントが付与される利用を行った商品等を返品、申込

の取り消しを行った場合、当該利用を行ったときに付与された生協ポイントは減算されます。 

２ 前項に従い、ポイント残高がマイナスになった場合、組合員は、当生協に対して現金にてマ

イナス金額を精算していただきます。 

 

（生協ポイント残高の確認等） 

第８条  生協ポイントの残高は、マイページにてご確認いただくことができます。また、ファミリー

アカウント利用者は、組合員と同等の情報を照会することができます。 

２ 当生協は、組合員が取得し又は利用した生協ポイントに誤りがあることが判明した場合、当

生協が管理する生協ポイントに係る電子情報の記録から正確な額が判明したときは、組合員

に通知のうえ、これを訂正するものとします。 

 

（生協ポイントの有効期限等） 

第９条  生協ポイントの有効期限は、生協ポイントが付与された月を起算月とし、翌年同月末日まで

とします。 

２ 前項に定める有効期限が経過した生協ポイントは消滅し、以後、当該生協ポイントのご利用

はできません。 

 

（換金の禁止） 

第１０条 生協ポイントは、現金との引き換えはできません。 

 

（第三者による利用） 

第１１条 生協ポイントの利用は、組合員本人が行うものとし、当該組合員以外の第三者が行うことは



4 

 

できません。 

２ 当生協は、ポイント利用時に入力されたＩＤ及びパスワードが登録されたものと一致するこ

とを当生協が所定の方法により確認した場合には、組合員による利用とみなします。それが

第三者による不正利用であった場合でも、当生協の責めに帰すべき事由がある場合を除き、

当生協は利用されたポイントを返還しませんし、組合員に生じた損害について一切責任を負

いません。 

 

（禁止事項等） 

第１２条 組合員は、保有する生協ポイントをいかなる第三者にも貸与又は質入等をすることはできま

せん。 

２ 組合員は、生協ポイントを違法若しくは公序良俗に反する目的又は営利の目的で利用するこ

とはできません。 

３ 組合員は、生協ポイントの電子情報又は生協ポイントに係るシステムを損壊、解析又は複製

等を行わないものとします。 

４ 生協ポイントは、保有する組合員本人以外は利用することができません。 

 

（サービスの利用停止等） 

第１３条 当生協は、組合員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知すること

なく当該組合員による本サービスの利用を停止し、又は組合員の地位を取り消すことができ

るものとします。 

（１） 本約款等に違反した場合 

（２） 本サービスを不正の目的で利用した場合 

（３） 本約款等に基づき登録した登録情報に虚偽又は不実の内容が含まれていた場合 

（４） 不正な方法により生協ポイントを取得し、又は不正な方法で取得された生協マネーで

あることを知って利用した場合 

（５） 組合員の保有する生協ポイントが偽造又は変造されたものである場合 

（６） 組合員について破産手続、民事再生手続その他の法的整理手続が開始した場合、又は

組合員の債権者が当生協を第三債務者とする差押の手続（滞納処分によるものを含み

ます。）を開始した場合 

（７） 前６号に準じる行為等があり、当生協が利用の停止又は地位の取消しを相当と認めた

場合 

２ 前項により本サービスの利用を停止し、又は組合員の地位を取り消した場合、組合員は、本

サービスを利用することができません。 

３ 第１項の規定により、組合員の地位を取り消した場合、当該組合員が保有する生協ポイント

は直ちに失効するものとします。この場合、組合員は、当生協に対し、当該生協ポイントの

払戻しを請求することはできません。 

 

（サービスの変更、停止又は終了） 

第１４条 当生協は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情がある

場合には事前の告知なく本サービスの全部又は一部を変更、停止、又は終了することができ

るものとします。 

２ 当生協は、停電、通信回線の事故、システム上の不具合、緊急メンテナンスの発生、その他

やむを得ない事情により、一時的に本サービスを停止することができるものとします。 
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３ 前２項の場合、当生協は、当生協のＷｅｂサイトにその旨を掲載するなど、当生協所定の方

法により組合員に周知する措置をとるものとします。 

 

（約款の変更・廃止） 

第１５条 当生協は、生協ポイントの基本原則の変更による効力・機能サービスの充実・合理化、利用

者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要が

ある場合に、本約款を変更・廃止することができます。 

２ 前項の場合、当生協は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止

の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、

利用者への周知を図ります。 

（１） 店舗での掲示 

（２） Ｗｅｂサイトへの掲示 

３ この約款の変更・廃止は、当生協の理事会の議決によります。 

 

（免責） 

第１６条 前２条に定める本サービスの変更、停止、又は終了及びその他の理由により、組合員が本サ

ービスを利用できなかったことにより、組合員に不利益又は損害が生じた場合であっても、

当生協に故意又は重過失がない限り、当生協はこれらについて責任を負わないものとします。 

２ 当生協は、本サービスの運用にあたり障害が生じないことを保証するものではなく、通信回

線やコンピュータなどの障害によるシステムの遅滞、中断、中止、データの消失、本サービ

スの利用に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他本サービスに関

して組合員に生じた損害につき、当生協に故意又は重過失がない限り、当生協は責任を負わ

ないものとします。 

３ 金銭的価値を有する電子情報の滅失若しくは毀損又は偽造若しくは変造があったことによ

り、組合員に不利益又は損害が生じた場合であっても、当生協はこれらについて当生協に故

意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。 

４ 当生協は本サービス利用時に入力されたＩＤ及びパスワードが登録されたものと一致する

ことを当生協所定の方法により確認した場合には、当該組合員による利用と取り扱います。

ＩＤ及びパスワードの管理（第５条第４項の規定を含みますが、これに限られません。）、又

は、組合員による誤用に関連又は起因して組合員に生じた損害（第三者による不正な利用に

関連又は起因する損害を含みます）について、当生協に故意又は重過失がある場合を除き、

当生協は責任を負わないものとします。 

 

（個人情報） 

第１７条 当生協は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、当生協が提供するサービスの円

滑な利用以外の目的には､個人情報等を利用しないものとします。  

  

（届出事項の変更） 

第１８条 組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、当生協に対して所定の届出を行うものとします。  

２ 組合員は､前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。  

  

（プライバシー情報の保護） 

第１９条 当生協は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、組合員が生協ポイントを利用す
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ることによって入手した組合員のプライバシーに関わる情報を、当生協の提供するサービス

以外の目的に利用しないものとします。 

 

（約款の遵守と違反時の損害負担） 

第２０条 組合員は、本約款を遵守するものとし､本約款に違反することにより生じる一切の損害を負

担するものとします。 

 

（組合員への連絡等） 

第２１条 当生協から組合員に対する告知は、当生協所定の方法で行います。また、当生協は電子メー

ル等を利用して、本サービスに関する宣伝又は重要なお知らせ等を送る場合があり、組合員

は予めこれを承諾するものとします。 

２ 当生協は、本約款等に基づいて登録されたメールアドレスにあてて電子メールを発信した場

合、以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当該電子メールが延着し又は到着しなか

ったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、電子メールの延着、不

着のために生じた損害については、当生協に故意又は重過失がない限り、当生協は責任を負

わないものとします。 

（１） 届出の変更を怠る等、組合員の責めに帰すべき事由があったとき 

（２） 当生協の責めによらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通

等の通信手段の障害等があったとき 

 

（他の利用約款の遵守） 

第２２条 組合員は、本約款の他、ＩＣカード取扱約款をはじめ、当生協が定める約款及びルール・ガ

イドライン等を遵守するものとします。 

 

（準拠法及び裁判管轄） 

第２３条 本約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。 

２ 組合員は、本約款の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当

生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。  

 

（解釈等） 

第２４条 本約款に定めのない事項及びこの約款の解釈に疑義が生じた場合は、当生協の理事会が決定

します。 

 

 

附則 

（施行期日） 

本約款は２０２２年６月２１日から施行する。 

 


